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医療法人社団松誠会 介護老人保健施設 たきざわ 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、要介護状態（介護

予防にあっては要支援状態）と認定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、

介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画（介護予防にあっては介護

予防通所リハビリテーション計画）を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図

ることを目的とする。 

 

（通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの運営方針） 

第２条  当施設では、通所リハビリテーション計画（介護予防にあっては介護予防通所リハビ

リテーション計画）に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビ

リテーションを行ない、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が１日でも長く

居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。 

   ２ 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供

に努める。 

   ３ 事業にあたっては、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係市町村、地

域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める

ものとする。 

    

（施設の名称及び所在地等） 

第３条  当施設の名称所在地等は次のとおりとする。 

（１）施設名      医療法人社団松誠会 介護老人保健施設 たきざわ 

（２）開設年月日    平成２８年２月１日 

（３）所在地      岩手県滝沢市鵜飼笹森４２番地２ 

（４）電話番号     ０１９－６８４－１１５４  

ＦＡＸ番号    ０１９－６１３－３０２１ 

（５）管理者名     施設長  

（６）介護保険指定番号 ０３７１６００１６４ 
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（従業者の職種、員数及び職務の内容） 

第４条  当施設の従事者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりである。 

（１） 管理者                      １人（兼務） 

     ・施設の従業者の管理及び業務の管理を行う。 

（２） 医師                       １人（兼務） 

     ・利用者の症状及び心身の状況、日常的な医学的管理を行う。 

（３） 看護職員         

     ・利用者の健康管理に関すること        看護職員、介護職員合わせて 

（４） 介護職員                     ４人以上 

     ・利用者の身の回りの世話及び介護業務を行う。 

（５） 支援相談員                    １人 

     ・利用者及びその家族からの相談に適切に応じる。 

（６） 理学療法士又は作業療法士             １人（専従）１人以上（兼務） 

     ・リハビリテーション業務全般。          

（７） 管理栄養士                    １人（兼務） 

      ・栄養管理に関する業務全般。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）の営業日及びサービス

提供時間は以下のとおりとする。 

（１）  祝祭日、年末年始（１２月３０日～１月３日）を除く、毎週月曜日から金曜日まで

の５日間を営業日とする。 ただし、第２、第３土曜日を除く他の土曜日については

２０人についての営業日とする。 

  （２） サービス提供時間は、営業日の午前９時３０分から午後３時４５分までとする。 

 

（利用定員） 

第６条  利用定員数は通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションの合計で 

４０人とする。 

 

（通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの内容） 

第７条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）は、医師、看護師、介

護職員、管理栄養士、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等並びに介護支援専門員、

によって作成される通所リハビリテーション計画（介護予防にあっては介護予防通所リ

ハビリテーション計画）に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他日常生活

を自宅にて有意義に送るために必要なリハビリテーション等を行う。 
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（利用者の負担額） 

第８条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）サービスを提供した場

合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、当該通所リハビリテーション（介護予防

通所リハビリテーション）サービスが法定代理受領サービスであるときは、負担割合証

の負担割合の額とする。 

２ 食費の利用料については、次のとおりとする。 

昼食費（おやつ代含む）６６０円 

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条  通常の事業の実施地域を以下のとおりとする。 

     滝沢市、盛岡市 

 

（施設の利用に当たっての留意事項） 

第 10 条  通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーションの場合）利用に当たって

の留意事項を以下とおりとする。 

（１） 施設内は禁煙とし飲酒は厳禁とする。 

（２） 火気の取扱いは、厳禁です。 

（３） 設備・備品の利用は、洗濯機及び乾燥機にコインを入れて使用ください。 

（４） 私物所持品・備品等の持ち込みは、必要最小限にして下さい。 

（５） 金銭・貴重品の管理は、事務室でお預かりしますので、申し出て下さい。 

（６） 通所リハビリテーション利用時の医療機関での受診は、出来ません。 

（７） 宗教活動は、禁止しております。 

（８） ペットの持ち込みは、禁止します。 

（９） 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止します。 

（１０） 他利用者への迷惑行為は禁止します。 

 

（非常災害対策）  

第 11 条  施設サービスに当たっては、消防計画に基づき非常災害に備えるため、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を年 2 回行う。  

 

（衛生管理及び施設従事者の健康管理等）  

第 12 条  施設は使用する用備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を実施する等、常に衛生管理

に充分留意するものとする。 

２ 施設は、施設従事者に対して伝染病等に関する基礎知識の習得に努め、 年 1 回以上

の健康診断を受診させるものとする。 

３ 感染症が発生し又はまん延しないように、必要な措置を講ずるための体制を整備す

る。 
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（身体拘束について）  

第 13 条  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。ただし、当該利用者または

他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合、

その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況等又、緊急やむを得なかった理由等

を診療録に記載する。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 14 条  施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講ずる。 

    １ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする）を定期的に 開催するとともに、その結果について、従業者に十

分に周知する。 

    ２ 虐待の防止のための指針を整備する。 

    ３ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

    ４ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

(苦情処理)  

第 15 条  管理者は、提供したサービスに関し利用者やその家族（身元引受人等を含む）から苦

情が有った時は、迅速、適切かつ誠実に対応し、解決に向け改善の措置を講ずること

とし、利用者及びその家族（身元引受人等を含む）に説明するものとし、当該苦情の

内容等は記録をとる。  

２ 自ら提供したサービスに関して、市町村等が行う文書等の提出や提示の求め、当該

市町村の職員からの質問や照会に応じるほか、利用者やその家族（身元引受人等を含

む）からの苦情に関して市町村が行う調査にも協力する。市町村から指導又は助言を

受けた場合は、それに従って必要な改善を行い、求められた場合は改善内容を報告す

る。  

３ 提供したサービスに係る利用者やその家族（身元引受人等を含む）からの苦情に関

して国民健康保険団体連合会が介護保険法第１７６条第１項第２号に基づき行う調査

に協力し、指導又は助言を受けた場合はそれに従って必要な改善を行い、求められた

場合は、改善内容を報告する。 

 

（事故発生時の対応）  

第 16 条  サービス提供により事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族（身元引受

人等を含む）に連絡し必要な措置を講じる。又、事故の原因を解明し、再発生を防ぐ

ための対策を講じる。  

２ サービス提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

但し、事故の発生が利用者の自己の責任による場合は、その限りではない。 

３ 事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。  
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（記録の整備）  

第 17 条  事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。  

２ 利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日か

ら２年間保存する。  

（１）提供した具体的なサービスの内容等の記録、市町村への通知に係る記録。  

（２）苦情の内容等の記録。  

（３）事故の状況及び事故に際して採った処置の記録。  

 

（その他施設の運営に関する留意事項）  

第 18 条  従事者の質的向上を図るため、研修の機会を設け、適切かつ効率的に施設サービスを

提供できるよう、従事者の勤務体系を整備する。  

（１）採用時研修 採用後１ヶ月以内に実施  

（２）継続研修 年１回以上実施  

 

（秘密の保持） 

第 19 条  従事者は、業務上知り得た利用者またはその家族（身元引受人等を含む）の秘密を保

持する。 従事者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族（身元引受人等

を含む）の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を

保持すべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。また、利用者の個人情報は、個

人情報保護に関する施設内規則を準用する。 

 

 

 

 

 

（附則） 

1.この運営規程は平成２８年 ２月 １日より施行する。 

2.この運営規程は平成２８年 ３月 １日より施行する。 

3.この運営規程は平成２８年 ４月 １日より施行する。 

4.この運営規程は令和 ２年 ２月 １日より施行する。（その扶養者→その家族（身元引受人

等を含む）へ変更） 

5.この運営規程は令和 ３年 ８月 １日より施行する。（利用者の負担額（食費）の変更） 

6.この運営規程は令和 ５年 ４月 １日より施行する。（利用者の負担額（食費）の変更） 

7.この運営規程は令和 ６年 ４月 １日より施行する。（第 14 条虐待防止のための措置に 

関する事項新設） 


